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令和７年３月 31 日 

第 １ 次 改 正 

社援基発 1201 第１号 

令和７年１２月１日 

 

 

都 道 府 県 知 事 

政令市・中核市長  

地方厚生（支）局長 

 

 

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

外国人介護人材の訪問系サービス従事に係るキャリアアップ計画等の 

取扱いについて 

 

技能実習及び特定技能の在留資格で介護業務に従事する外国人介護人材について、令和

７年４月より順次、一部の訪問系サービスの従事を認めることとして、先般、「外国人介

護人材の訪問系サービス従事における留意点について」（令和７年３月 31 日付け社援発

0331第 40号、老発 0331第 12号）等において、訪問系サービスに当該外国人介護人材を

従事させる上で受入事業者において遵守する必要がある事項等についてお示ししたとこ

ろであるが、そのうちの１つである「キャリアアップ計画の作成」について、具体的な様

式及び記載要領等は下記のとおりであるので、御了知願いたい。また、各自治体におかれ

ては、貴管内市町村のほか、事業者、関係団体等に対し周知徹底を図るとともに、その取

扱いについて遺漏のないようにされたい。 

 

記 

 

１ キャリアアップ計画の作成に係る留意事項  

（１） キャリアアップ計画は、外国人介護人材ごとに、当該外国人介護人材と共同して 

作成すること。 

 

（２） キャリアアップ計画には、受入事業者があらかじめ従事させる業務の内容や注意

事項等について、訪問系サービスに従事予定の外国人介護人材に対して丁寧な説明

を行い、外国人介護人材の意向や日本語能力、介護の知識等を踏まえ、本人と十分に

コミュニケーションを取った上でキャリア目標を定め、そのキャリア目標を達成す

るための具体的な計画内容等を記載すること。キャリアアップ計画の作成に当たっ

ては、「２ キャリアアップ計画の記載要領」の示すところに従い、習得すべき技能

殿 



2 

 

や目指すべき姿を明確にし、外国人介護人材一人ひとりに沿ったキャリアパスを策

定すること。 

 

（３） キャリアアップ計画には、受入事業者の説明者の署名と外国人介護人材本人の署

名を記載することとする。また、作成後はその計画の写しを外国人介護人材本人に

交付し、巡回訪問等実施機関には、その計画を提出すること。 

 

（４） キャリアアップ計画を作成するに当たっては、対面又はオンラインで外国人介護

人材とコミュニケーションをとることが望ましい。 

 

（５） 作成されたキャリアアップ計画の内容について、外国人介護人材を受け入れる事

業者は責任を持ち、計画内容を実施すること。また、普段から外国人介護人材の意向

や日本語能力、介護の知識の習得状況等を十分に把握しておくとともに、必要に応じ

て外国人介護人材へ助言などを行い、外国人介護人材のキャリアアップに努めるこ

と。 

 

２ キャリアアップ計画の記載要領 

（１） キャリアアップ計画の様式は、別紙様式を標準として作成すること。記載ぶりに

ついては参考資料１（１）～（２）の記載例を参照し、参考資料２の好事例も参考

にされたい。なお、既に事業者において類似の計画等が作成されている場合であっ

ても、あらためて作成すること。 

加えて、キャリアアップ計画作成後の振り返りについても、外国人介護人材と十

分にコミュニケーションを取った上で、参考資料１（３）を踏まえて作成すること

が望ましい。ただし、巡回訪問等実施機関が提出を求める場合があるため、その際

には当該求めに応じて作成・提出すること。 

 

 （２） キャリアアップ計画には、外国人介護人材の意向等も含め、介護技能修得目標、

介護技能修得のための活動計画、資格取得・研修受講目標、キャリア目標、日本語

能力習得目標について具体的に記載すること。 

  

３ キャリアアップ計画の提出時期・提出先等 

   キャリアアップ計画の提出時期及び提出先等については、在留資格により異なると

ころであるため、以下の（１）及び（２）に基づき、遅滞なく提出すること。 

 

（１）技能実習 

①外国人介護人材本人の署名について 

・技能実習生については雇用契約締結の際に、「雇用契約書及び雇用条件書」（参考様

式１-14号（規則第８条第 13号関係））に外国人介護人材本人の署名を求めること

としていることから、雇用契約と同時にキャリアアップ計画を策定する場合には、こ
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の機会を活用して、従事する業務内容をしっかりと説明した上で、キャリアアップ計

画についても署名の記載を求めること。 

②キャリアアップ計画の策定時期・評価期間について 

・実習実施者においては、（ア）技能実習生を訪問系サービスに従事させる前、（イ）

定期報告の際にそれぞれキャリアアップ計画を作成すること。 

・（ア）におけるキャリアアップ計画の評価期間は、すでに在留中の技能実習生を新た

に訪問系サービスに従事させる場合は、「就労予定日から１年」を基準とし、海外か

ら入国し訪問系サービスに従事する者に関しては「在留資格許可予定日から１年」を

基準とする。 

・（イ）におけるキャリアアップ計画の評価期間は、「前回のキャリアアップ計画の評

価期間の終期の翌日から１年」とする。 

③キャリアアップ計画の提出時期について 

・技能実習生を訪問系サービスに従事させる前に、「介護職種について外国人の技能実

習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種

及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」（平成 29年厚生労働

省告示第 320 号）第２条第３号ロに基づき、キャリアアップ計画を含め、訪問系サ

ービスの要件に係る報告書（以下「報告書」という。）等を巡回訪問等実施機関に提

出すること。提出された報告書等は巡回訪問等実施機関が審査し、審査の結果、適切

な実施体制を有するものと判断された場合に、巡回訪問等実施機関から受入れ予定

の技能実習生ごとに「適合確認書」が発行される。 

なお、適合確認書は外国人技能実習機構への技能実習計画認定の申請の際などに

必要となる。 

・定期報告の際にも、あらためて技能実習生一人ひとりに対してキャリアアップ計画

を作成し、巡回訪問等実施機関へ提出すること。提出期限は、前回のキャリアアップ

計画の評価期間の終期から４か月以内とする。毎年度の定期報告においては、これま

でに提出したキャリアアップ計画を適宜更新し、技能実習生のキャリアパスがわか

るようにする必要がある。 

 

（２）特定技能 

①外国人介護人材本人の署名について 

・特定技能外国人については雇用契約締結の際に、特定技能雇用契約書（参考様式第１

-５号）、雇用条件書（参考様式第１－６号）等に外国人介護人材本人の署名を求め

ることとしていることから、雇用契約と同時にキャリアアップ計画を策定する場合

には、この機会を活用して、従事する業務内容をしっかりと説明した上で、キャリ

アアップ計画についても署名の記載を求めること。 

②キャリアアップ計画の策定時期・評価期間について 

・受入機関においては、（ア）特定技能外国人を訪問系サービスに従事させる前（特定

技能協議会への入会申請と同時に行う場合には当該申請時）、（イ）定期報告の際

にそれぞれ計画書を作成し、特定技能協議会事務局（以下「事務局」という。）に提

出すること。 
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・（ア）におけるキャリアアップ計画の評価期間は、すでに在留中の特定技能外国人を

新たに訪問系サービスに従事させる場合は、「就労予定日から１年」を基準とし、海

外から入国し訪問系サービスに従事する者に関しては「在留資格許可予定日から１

年」を基準とする。 

・（イ）におけるキャリアアップ計画の評価期間は、「前回のキャリアアップ計画の評

価期間の終期の翌日から１年」とする。 

③キャリアアップ計画の提出時期について 

・特定技能外国人を訪問系サービスに従事させる場合は、その前（特定技能協議会への

入会申請と同時に行う場合には当該申請時）に、キャリアアップ計画を含め、報告書

等を事務局に提出すること。提出された報告書等は事務局が審査し、審査の結果、適

切な実施体制を有するものと判断された場合に、事務局から受入れ予定の特定技能外

国人ごとに「適合確認書」が発行される。 

・定期報告の際にも、あらためて特定技能外国人一人ひとりに対してキャリアアップ

計画を作成し、事務局へ提出すること。提出期限は前回のキャリアアップ計画の評価

期間の終期から４か月以内とする。毎年度の定期報告においては、これまでに提出し

たキャリアアップ計画を適宜更新し、特定技能外国人のキャリアパスがわかるように

する必要がある。 
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別紙様式１ 
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参考資料１（１）記載例１ 
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参考資料１（２）記載例２ 
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参考資料１（３）振り返り用紙 
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参考資料２－１（キャリアアップ計画に基づいた外国人介護人材の育成事例①） 

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
計
画
の
作
成

現
在
の
ス
テ
ッ
プ
で
求
め
ら
れ
る
介
護
技
能
の
目
標
、

取
得
希
望
資
格
や
キ
ャ
リ
ア
意
向
を
相
互
に
確
認
し

キ
ャ
リ
ア
ビ
ジ
ョ
ン
シ
ー
ト
に
記
載
。

○
概
ね
年
に
一
度
作
成
し
、
年
度
末
に
評
価
を
実
施
。

○
介
護
福
祉
士
取
得
や
日
本
で
の
就
労
継
続
、
母
国

へ
の
送
金
、
リ
ー
ダ
ー
に
な
り
た
い
等
、
本
人
の

意
向
等
を
目
標
や
育
成
内
容
に
反
映
す
る
。

介
護
技
能
の
O
J
T
等
支
援

○
技
能
実
習
計
画
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、

必
須
業
務
の
修
得
状
況
等
を
確
認
。

○
個
々
に
異
な
る
苦
手
な
介
護
技
術
を
指
導
員
が

重
点
的
に
指
導
。

○
個
々
の
ス
テ
ッ
プ
や
キ
ャ
リ
ア
意
向
に
よ
り
、

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
へ
の
参
加
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス

利
用
者
の
担
当
者
会
議
で
地
域
連
携
の
実
際
や

介
護
家
族
と
の
関
わ
り
を
持
た
せ
る
等
、

多
様
な
経
験
機
会
を
提
供
。

資
格
取
得
・
試
験
対
策
支
援

（
参
考
）
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
計
画
に
基
づ
い
た
外
国
人
介
護
人
材
の
育
成
事
例

～
社
会
福
祉
法
人

杏
樹
会
：
本
人
の
意
向
を
日
々
の
育
成
に
反
映
し
、
将
来
を
描
け
る
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
支
援
を
実
施
～

定
期
面
談

毎
月
各
目
標
の
進
捗
や
意
向
、
仕
事
や
生
活
上
の
困
り
事

に
つ
い
て
技
能
実
習
指
導
員
や
上
長
等
と
面
談
。
育
成
支

援
の
軌
道
修
正
な
ど
を
細
や
か
に
行
う
。

○
面
談
内
容
を
日
々
の
育
成
や
事
業
所
側
の
支
援
に
反
映
。

○
翌
年
に
向
け
た
在
留
資
格
の
変
更
な
ど
、
本
人
の
意
向
を

丁
寧
に
確
認
し
、
事
前
に
必
要
な
手
続
き
等
を
支
援
す
る

こ
と
で
本
人
の
安
心
や
働
き
や
す
さ
に
つ
な
げ
て
い
る
。

日
本
語
学
習
支
援

○
入
国
前
か
ら
グ
ル
ー
プ
チ
ャ
ッ
ト
に
招
待
。

職
員
と
日
本
語
で
チ
ャ
ッ
ト
交
流
。
入
国
後
も

継
続
し
、
チ
ー
ム
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
と
日
本
語
学

習
を
同
時
に
実
施
。

○
月
に
一
回
日
本
語
会
話
に
よ
る
生
活
相
談
を

実
施
。
日
常
会
話
の
練
習
と
位
置
付
け
て
い
る
。

○
個
々
の
意
向
に
応
じ
て
、
初
任
者
研
修
や
実
務
者

研
修
、
介
護
福
祉
士
取
得
に
係
る
費
用
を
補
助
。

○
技
能
実
習
評
価
試
験
に
向
け
、
指
導
員
が
2
ヶ
月

前
か
ら
実
技
試
験
の
指
導
を
実
施
。
学
科
は
模
擬

テ
ス
ト
を
す
る
な
ど
、
試
験
対
策
支
援
を
実
施
。

〇
外
国
人
介
護
人
材
個
々
の
意
向
に
沿
っ
た
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
計
画
を
作
成
し
、
そ
の
目
標
に
沿
っ
て
育
成
を
実
施
。

〇
定
期
的
な
面
談
で
介
護
技
能
修
得
や
日
本
語
学
習
、
資
格
取
得
支
援
等
、
個
々
の
ス
テ
ッ
プ
に
応
じ
た
育
成
に
取
り
組
む
。

○
日
本
人
と
同
じ
く
、
外
国
人
介
護
人
材
が
個
々
の
ス
テ
ッ
プ
や
意
向
に
応
じ
て
多
様
な
経
験
を
重
ね
、
将
来
の
キ
ャ
リ
ア

イ
メ
ー
ジ
を
描
き
な
が
ら
成
長
で
き
る
仕
組
み
を
整
備
。
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参考資料２－２（キャリアアップ計画に基づいた外国人介護人材の育成事例②） 

○
N
2
レ
ベ
ル
を
3
年
間
で
取
得
す
る
こ
と
を

目
指
し
、
日
本
語
教
師
の
資
格
を
取
得
し
た

法
人
職
員
（
介
護
福
祉
士
）
が
日
本
語
学
習

の
指
導
に
あ
た
る
。

○
入
職
か
ら
８
ヶ
月
間
、
勤
務
時
間
内
で
日

本
語
の
勉
強
会
を
実
施
。

○
日
本
語
に
自
信
の
な
い
職
員
に
は
個
別
に

サ
ポ
ー
ト
を
実
施
。

○
1
年
目
は
独
り
立
ち
の
た
め
、
4
年
目
は

介
護
福
祉
士
国
家
試
験
合
格
の
た
め
に
マ
ン

ツ
ー
マ
ン
で
の
指
導
体
制
を
確
保
。

（
参
考
）
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
計
画
に
基
づ
い
た
外
国
人
介
護
人
材
の
育
成
事
例

～
社
会
福
祉
法
人

西
春
日
井
福
祉
会

長
期
的
な
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
計
画
を
策
定
し
、
個
々
の
希
望
に
応
じ
た
将
来
を
見
据
え
て
切
れ
目
な
い
支
援
を
実
施
～

○
施
設
長
や
生
活
指
導
員
等
と
の
面
談
を
定

期
的
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
キ
ャ
リ
ア
パ
ス

の
確
認
や
振
り
返
り
、
相
談
な
ど
を
行
っ
て

い
る
。
技
能
実
習
生
1
人
1
人
の
目
標
管
理
に

加
え
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
た
め
の
計
画
を

作
成
し
て
い
る
。

〇
技
能
実
習
生
を
あ
ら
ゆ
る
介
護
業
務
に
対
応
で
き
る
人
材
へ
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
法
人
独
自
の
「
西
春
日
井
福
祉
会
「
山
脈
型
」
キ
ャ
リ
ア
モ

デ
ル
」
を
構
築
し
、
外
国
人
介
護
人
材
個
々
人
の
希
望
に
応
じ
た
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
が
で
き
る
よ
う
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
作
成
。

○
介
護
福
祉
士
を
取
得
し
た
後
で
も
安
定
し
た
収
入
が
確
保
で
き
る
よ
う
、
入
国
か
ら
８
年
間
で
リ
ー
ダ
ー
ク
ラ
ス
を
目
指
す
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
を
計
画
し
、
定
期
的
な
振
り
返
り
を
実
施
。

○
法
人
内
で
は
、
日
本
語
教
師
の
資
格
を
取
得
し
た
法
人
職
員
（
介
護
福
祉
士
）
が
日
本
語
学
習
の
指
導
に
あ
た
り
、
実
務
者
研
修
を
勤
務
時
間
内
に
無

償
で
受
講
さ
せ
る
等
の
手
厚
い
支
援
を
実
施
。

１
年
目

（
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
）

「
技
能
」
「
日
本
語
」
「
介
護
福
祉
士
」
の
目
標
を
各
年
度
で
設
定
。
入
国
か
ら
８
年
間
で
リ
ー
ダ
ー
ク
ラ
ス
を
目
指
す
。

入 職

２
～
３
年
目

４
年
目

５
～
６
年
目

７
～
８
年
目

介
護
福
祉
士
講
師

認
知
症
ケ
ア
・
介
護
技
術

等
に
特
化
し
た

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

介
護
長
・
主
任
級

・
Ｎ
３
取
得
を
目
指
し
た
勉

強
と
、
基
本
的
な
技
術
の

習
得
。

・
独
り
立
ち
ま
で
チ
ュ
ー

タ
ー
が
マ
ン
ツ
ー
マ
ン

で
指
導
し
、
法
人
独
自
の

チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
に
よ
り

習
熟
度
を
把
握
。
1
年
が

経
過
し
た
段
階
で
技
能
実

習
指
導
員
等
が
評
価
。

・
Ｎ
２
取
得
を
目
指
し
た
勉
強

と
、
介
護
福
祉
士
国
家
試
験

合
格
に
向
け
て
の
学
習
。

（
２
年
目
は
希
望
に
応
じ
て
）

・
実
務
者
研
修
の
理
解
を
深
め

る
た
め
の
「
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ

ア
ッ
プ
研
修
」
を
実
施
。

・
Ｎ
２
取
得
を
目
指
し
た
勉
強

と
、
実
務
者
研
修
の
受
講
。

・
有
資
格
者
が
試
験
当
日
ま
で

マ
ン
ツ
ー
マ
ン
で
指
導
。

・
専
門
学
校
の
先
生
に
よ
る
介

護
福
祉
士
国
家
試
験
対
策
講

座
の
受
講
。

・
Ｎ
１
取
得
を
目
指
し
た
勉
強
。

・
日
本
人
職
員
が
２
,３
年
目
に

受
講
す
る
研
修
や
講
習
を
受

講
し
、
人
材
を
育
成
す
る

「
チ
ュ
ー
タ
ー
」
と
し
て
必
要

な
専
門
的
知
識
を
学
ぶ
。

・
日
本
語
教
師
の
ア
シ
ス
タ
ン

ト
を
行
う
。

介
護
福
祉
士

（
在
留
資
格
「
介
護
」
）

・
Ｎ
１
取
得
を
目
指
し
た
勉
強
。

・
引
き
続
き
専
門
的
知
識
を
学
習

し
な
が
ら
、
リ
ー
ダ
ー
、
副
主

任
・
・
と
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
を

目
指
す
。
（
個
人
の
希
望
に
応

じ
て
、
複
数
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス

を
想
定
。
）

日
本
語
講
師

日
本
語
学
習
・
介
護
技
術
支
援

各
種
研
修
支
援

定
期
面
談

○
実
務
者
研
修
や
介
護
福
祉
士
国
家
試
験
対
策

講
座
を
法
人
内
で
実
施
し
、
費
用
は
法
人
が
全

額
負
担
。

○
職
員
の
要
望
を
受
け
、
実
務
者
研
修
で
の
理

解
を
深
め
る
た
め
、
受
講
前
に
「
ウ
ォ
ー
ミ
ン

グ
ア
ッ
プ
研
修
」
を
年
３
回
実
施
。

○
全
施
設
の
実
習
生
向
け
に
「
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ

プ
研
修
」
を
月
１
回
行
い
、
日
本
語
や
技
術
の

向
上
を
図
る
。

○
人
材
育
成
担
当
の
チ
ュ
ー
タ
ー
と
な
る
前
に

は
、
育
成
者
の
立
場
に
必
要
な
、
専
門
的
知
識

の
習
得
を
図
る
研
修
を
年
２
回
開
催
。
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参考資料２－３（初任者研修受講等によりキャリアアップを目指す事例①） 

国
家
資
格
試
験
合
格
に
向
け
た
学
習
支
援
や
研
修
受
講
支
援

○
学
習
機
会
・
時
間
の
確
保
等
に
よ
る
学
習
支
援

・
業
務
時
間
内
で
授
業
（
外
部
講
師
）
を
実
施
（
基
本
週
１
回
）

・
宿
題
を
出
し
、
添
削
は
法
人
内
の
日
本
人
職
員
が
す
る
こ
と
も
あ
る

○
法
人
内
で
の
実
務
者
研
修
等
の
実
施
と
受
講
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

・
外
国
人
職
員
の
授
業
の
理
解
度
は
こ
ま
め
に
チ
ェ
ッ
ク
し
な
が
ら
サ
ポ
ー
ト

・
全
て
の
研
修
は
日
本
語
で
実
施
。

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
な
ど
の
生
活
面
の
支
援

○
法
人
と
外
国
人
職
員
と
の
調
整
役

・
2
か
月
に
1
回
ほ
ど
外
国
人
職
員
と
面
談

・
法
人
や
施
設
に
言
い
に
く
い
こ
と
等
の
相
談
に
対
応

○
介
護
技
術
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
の
向
上

“最
初
は
周
り
の
職
員
か
ら
指
示
を
受
け
て
働
い
て
い
た
が
、
初
任
者
研
修
を
受
け
て
い
た
だ
く
こ
と
で
自

分
が
や
っ
て
い
る
介
護
業
務
を
よ
り
深
く
理
解
し
て
も
ら
え
る
た
め
、
普
段
の
会
議
で
の
発
言
か
ら
も
、
行
動

に
意
味
を
持
っ
て
働
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
”（

施
設
担
当
者
）

○
介
護
福
祉
士
資
格
取
得
に
向
け
た
意
欲
の
向
上

“国
家
試
験
に
合
格
し
、
子
供
を
日
本
に
連
れ
て
き
て
、
日
本
で
長
く
働
き
な
が
ら
一
緒
に
暮
ら
し
た
い
”

（
外
国
人
職
員
）

（
参
考
）
外
国
人
介
護
人
材
が
初
任
者
研
修
を
受
講
等
に
よ
り
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
を
目
指
す
事
例

～
有
限
会
社
ウ
エ
ハ
ラ
：
年
次
ご
と
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
組
み
立
て
、
介
護
福
祉
士
国
家
試
験
ま
で
の
学
習
を
サ
ポ
ー
ト
～

○
介
護
福
祉
士
国
家
資
格
の
取
得
を
希
望
す
る
特
定
技
能
の
外
国
人
介
護
職
員
に
対
し
、
年
単
位
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
立
て
支
援
を
実
施
。

○
事
業
所
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
日
本
語
や
国
家
試
験
対
策
の
勉
強
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
初
任
者
研
修
・
喀
痰
吸
引
等
研
修
・
実
務
者
研
修
を
法

人
内
で
実
施
し
、
受
講
さ
せ
る
仕
組
み
を
整
備
。

○
施
設
内
に
お
い
て
は
、
業
務
時
間
内
で
の
授
業
の
実
施
や
添
削
指
導
に
よ
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
登
録
支
援
機
関
に
よ
る

定
期
的
な
面
談
・
相
談
受
付
を
行
う
こ
と
に
よ
り
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
を
行
っ
て
い
る
。

入
職

１
年
目
～

２
年
目
～

３
年
目
～

介
護
福
祉
士

国
家
試
験

N
３
レ
ベ
ル
を
目
指
し
た
日
本
語

の
勉
強
を
し
な
が
ら
、
初
任
者
研

修
を
受
講
。

N
２
レ
ベ
ル
を
目
指
し
た
日
本
語

の
勉
強
を
し
な
が
ら
喀
痰
吸
引
等

研
修
お
よ
び
実
務
者
研
修
を
受
講
。

介
護
福
祉
士
国
家
試
験

対
策
の
勉
強

年
次
ご
と
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
組
み
立
て
、

介
護
福
祉
士
国
家
試
験
ま
で
の
学
習
を
サ
ポ
ー
ト

受
験
資
格
の
取
得

※
当
事
例
は
、
介
護
分
野
に
お
け
る
特
定
技
能
協
議
会
事
務
局
が
発
行
し
た
「
介
護
分
野

に
お
け
る
特
定
技
能
協
議
会
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
６
号
（
令
和
5
年
7
月
3
1
日
発
行
）
」
に
掲

載
さ
れ
た
内
容
を
元
に
、
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
福
祉
基
盤
課
福
祉
人
材
確
保
対
策
室

が
作
成
し
た
も
の
。

“日
本
語
が
あ
ま
り
で
き
な
い
の
で
、
利
用
者
さ
ん
と
話
す
時
、
何
を
し
て
ほ
し
い
か
分
か
ら

な
い
こ
と
が
あ
り
悔
し
い
”

“（
研
修
は
）
介
護
の
専
門
用
語
が
出
て
き
た
り
、
法
律
の
話
も
あ
る
の
で
少
し
難
し
い
“

受
入
れ
施
設

登
録
支
援
機
関

外
国
人
職
員
（
特
定
技
能
）

学
習
支
援
・
生
活
支
援
等
の
サ
ポ
ー
ト

介
護
技
術
等
の
向
上

（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
例
）

（
サ
ポ
ー
ト
の
イ
メ
ー
ジ
）
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参考資料２－４（初任者研修受講等によりキャリアアップを目指す事例②）

 

（
参
考
）
外
国
人
介
護
人
材
が
初
任
者
研
修
を
受
講
等
に
よ
り
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
を
目
指
す
事
例

～
海
外
介
護
士
育
成
協
議
会
（
の
ぞ
み
グ
ル
ー
プ
）
：
監
理
団
体
と
し
て
の
入
国
前
後
の
シ
ー
ム
レ
ス
な
教
育
支
援
の
実
施
～

○
技
能
実
習
生
の
入
国
前
に
日
本
語
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
上
げ
る
た
め
、
1
6
0
時
間
の
介
護
研
修
を
実
施
。

○
入
国
後
、
２
か
月
間
の
集
団
講
習
を
実
施
。
そ
の
な
か
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
高
め
る
日
本
語
教
育
と
、
介
護
職

員
初
任
者
研
修
を
実
施
。

○
さ
ら
に
、
就
労
開
始
後
も
個
々
の
能
力
や
希
望
に
応
じ
て
、
介
護
技
能
評
価
試
験
や
介
護
福
祉
士
国
家
試
験
に
向
け
た
対
策

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
し
て
い
る
。

海
外
介
護
士
育
成
協
議
会
（
の
ぞ
み
グ
ル
ー
プ
）
の
事
例

入
国
前
（
海
外
現
地
）
の
介
護
導
入
研
修

入
国
後
（
就
労
前
）
の
集
団
講
習

就
労
開
始
後
（
施
設
へ
配
属
）
の
教
育
支
援

介
護
技
能
実
習
生
へ
の
入
国
前
～
入
国
後
の
シ
ー
ム
レ
ス
な
教
育
の
実
施
に
よ
り
一
定
の
レ
ベ
ル
を
担
保

○
自
グ
ル
ー
プ
で
作
成
し
た
テ
キ
ス
ト
を
用
い
て

介
護
の
日
本
語
を
学
習
支
援
を
実
施
。

○
オ
リ
ジ
ナ
ル
デ
ジ
タ
ル
教
材
を
使
用
し
て
、
介

護
福
祉
士
国
家
資
格
を
持
つ
日
本
人
の
介
護
教
師

に
よ
る
日
本
語
で
の
介
護
の
導
入
講
習
を
実
施
。

○
技
能
実
習
制
度
上
定
め
ら
れ
た
日
本
語
学
習
及

び
法
定
研
修
に
加
え
て
、
自
グ
ル
ー
プ
が
作
成
し

た
テ
キ
ス
ト
を
用
い
て
、
「
初
任
者
研
修
」
に
位

置
付
け
ら
れ
た
集
団
講
習
を
実
施
。

○
ま
た
、
上
記
の
講
習
に
加
え
、
介
護
現
場
で
の

需
要
が
高
い
「
普
通
救
命
救
急
講
習
」
を
実
施
す
る
。

○
就
労
し
な
が
ら
、
介
護
福
祉
士
受
験
に
向
け
て

の
学
習
が
で
き
る
よ
う
オ
ン
ラ
イ
ン
を
使
用
し
サ

ポ
ー
ト
を
す
る
「
介
護
福
祉
士
受
験
対
策
プ
ロ
グ

ラ
ム
」
や
「
短
期
集
中
直
前
講
習
」
を
提
供
。

○
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
目
標
設
定
や
習
熟
度
の

見
え
る
化
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
実
習
生
本
人

及
び
施
設
が
、
学
習
状
況
等
が
分
か
り
や
す
い
よ

う
に
工
夫
し
て
い
る
。

Ｎ
３
を
目
指
し
た
日
本
語
学
習
と

１
６
０
時
間
の
介
護
研
修

日
本
語
学
習
、
法
定
研
修
に
加
え
て

初
任
者
研
修
の
実
施

介
護
技
能
評
価
試
験
や
介
護
福
祉
士
国
家
試
験

に
向
け
た
対
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
提
供


